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★事務所だより10月号★・・・渡邉税理士・社会保険労務士事務所

2025年10月02日

いつもお世話になっております。

いまだ暑さが残ります今日この頃、

いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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2025年10月の税務

10月10日

●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日

●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日

●8月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人

事業所税）・法人住民税＞

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・

地方消費税＞

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税

＞

●2月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜

消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1

月ごとの中間申告（6月決算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞



○個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第3期分）（10月中において市町村

の条例で定める日）

－相続税の債務控除－『確実な債務』

　相続税の申告では被相続人の債務は相続財産から控除されます。この場合、控

除される債務は「確実な債務」に限るとされています。被相続人の借入金は控除

される債務の代表例ですが、その債務が相続の後に債務免除の対象となっていた

場合、債務控除できるのでしょうか。

◆確実な債務の要件

　債務控除を受けるためには、債務が存在していること、及び債権者より債務弁

済の履行が義務づけられていることが要件とされており、この要件を満たす債務

を「確実な債務」と呼んでいます。

◆債務免除は担税力を減殺しない

　相続税は財産を取得した相続人に担税力を認めて課税されます。また、被相続

人の借入金は相続財産から弁済して担税力が減殺されるので遺産総額から債務額

を控除することになります。しかし、その債務が免除されることが確実とされる

場合、担税力は減殺されないので債務控除は認められないことになります。

◆債務免除に停止条件がある場合

　被相続人の借入金のうち一定金額を期日までに弁済すれば、残額は弁済を免除

する停止条件が借入契約に付されていた場合、その成就がほぼ確実であると見込

まれるときは債務控除を認めない判例があります。

　しかし、被相続人の死亡時に債務免除に必要な弁済が未達であれば、相続人に

弁済の履行義務はあるので、残債務は「確実な債務」と言えるのではないでしょ

うか。

◆債務免除は確実な債務でないとされた裁判

　実際の裁判事例です。相続人は被相続人の16億円の借入債務を引き継ぎ、銀行

との和解による債務免除に必要な金額を弁済して残額約９億円の免除を受けまし

た。そして相続税の申告では相続開始時に債務免除を受けることは確実であった

として約９億円の残債務について債務控除せず、増加した純資産額に対する相続

税を負担しました。ところが債務免除益にも所得税が課税されて二重課税となっ

たため、相続人は所得税の非課税を求めて訴訟を起こしました。

　一審、二審では相続人の資産状況から債務免除に必要な分割金は優に支払うこ

とができ、残債務９億円は「確実な債務」でなかったとされました。しかし、相

続人が仮に相続時に停止条件が成就していなかったことを理由に債務免除部分の

債務を「確実な債務」として申告していた場合、裁判は同じ展開になったのか疑

問が残ります。

社会保険加入対象の拡大



◆年金制度改正法可決・成立

　年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適

用拡大が決定しました。この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入

対象の範囲がさらに拡大されます。今後の具体的な内容を見てみます。

◆企業規模要件の縮小・撤廃

　現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務してい

る週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。2027年（令和9年）10月

以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年（令和17年）10月には完全撤廃になり

ます。

◆賃金要件の撤廃

　「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円（年収106万円）の

要件も撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定め

る日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額

換算で約106万円となります。よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを

見極めて判断されます。

◆個人事務所の適用対象拡大

　現在5人以上の従業員を使用している法定17業種（弁護士・税理士・社会保険

労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等）の個人事業所が社会保険加入対象

になっています。今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を

使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし施行時点の2029年（令和

11年）10月に既にある事業所は当分の間対象外です。

◆支援策は？

　この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例

的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。対象となるのは従業員

数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険

の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。

　また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助

成金もあります。
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